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議会基本条例の潮流とその意味 
法政大学　土山希美枝　kimiet@hosei.ac.jp 

議会基本条例の動向
• 全国の56.6％、10万人以上20万人未満の自治体の69.6％：ほぼ７
割が策定済み 

‣ 「なぜつくるか」ではなく、「なぜつくらないか」が問わ
れる段階に 

‣ では、なぜ、つくられてきたのか 

議会基本条例の背景にあるもの
• 議会のありかたにたいする疑問、問題意識 

‣ 議会・議員への市民からの厳しい目線あるいは無関心化 

‣ 自治体と地域をめぐる構造と課題の変動 
- 「議員と後援者」で包摂できる市民の減少、乖離 
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全国市議会議長会 
『市議会の活動に関する実態調査結果：
令和5年中』2024年7月。https://
www.si-gichokai.jp/research/
jittai/1206973_1953.html
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飯塚市議会『飯塚市議会の議員定数に関するアンケート調査結果報告書』２０２４年４月。なお、発送した３０００通のうち
有効回答率は27.９％。

飯塚市議会の活動の満足度「わからない」　
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• 「議会とはどんな存在か」「議員とはなにものか」を宣明する必要 

‣ 議会や議員のありかたについて、枠組だけでなく、めざす姿、そのための改革の取り組
みなどが織り込まれた、「基本＋改革取り組み条例」 

• 議会のありかた、議員のありかたを問う状況：投票率の低下、偏差、なり手不足 

‣ 地方自治法の微改正（2024年） 

こんにちの自治体にとって、議会と議員はどのような存在として求められるか
• 政策議会としての議会、議員 

‣ 自治体は、「市民が必要不可欠とする〈政策・制度〉を整備するための機構」 
- 自治体の〈政策・制度〉とは 

‣ 〈政策・制度〉を「よりよく整備する」が自治
体の目標。議会・長はそのために種類の異な
る権限を与えられた機構。 

- 信託は理念や空想ではなく、〈政
策・制度〉がその成果物 

- 議会の成果 
　→議会という場でなされる〈政
策・制度〉の「制御」 

‣ 議会が「信頼を得る」「信託／負託に応え
る」ということ 

- 「わがまちの〈政策・制度〉を、ヒ
ロバでの議論と決断によって「よ
い」状態にすること」 

- 「わがまちの〈政策・制度〉は、議会がいるか
ら（行政だけより）よい状態である」という市
民からの評価をえること 

- 「成果＝実績」と「認知」を高めていくしかな
い 

‣ 自治体〈政策・制度〉が「よい状態」であるように信
託された権限を使って「制御」する、政策主体として
の議会→「政策議会」 

• 自治体をめぐる状況の困難さ 

‣ 地域がかかえる困難にたいして、自治体が遠ざかりつつある 
- 人口が減少すれば議員はいらない、は真ではない 
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議会の５課題（松下圭一（1991）12章)　 
(1) 政治争点の集約・公開　 
(2) 政治情報の整理・公開 
(3) 政治家の選別・訓練 
(4) 長・行政機構の監視 
(5) 政策の提起・決定・評価
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議会基本条例を策定するとデメリットはあるか？
• ない。 

‣ 議会として、議会の一員として、みずからのありようやその実現のための努力を書くこ
とで、マイナスになることはない。そのこと自体ができない、あるいは回避するのでな
ければ。 

- 想定される問題、あるいはデメリットとは、何か？ 

‣ 議会基本条例を策定して議会改革に取り組もうという条例先行型、議会改革に取り組ん
で議会基本条例を必要とする経験先行型がある。ただ、後者はそのまま改革も条例設置
も進まないことがあるため、議会改革計画が必要とされる。 

‣ なお、制定するということと実効性を持たせる、効果を発揮することとは別。 
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飯塚市の支所配置職員、各地域居住議員の数と割合の推移

土山希美枝「飯塚市議会の議員定数に関することについて」（意見書）2024年6月、６頁。
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